
様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 いばらき大使一覧 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

営業戦略部営業企画課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

いばらき大使設置要綱に基づき委嘱したいばらき大使の活

動支援に関する事務のために利用する。 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３住所、４電話番号、５メールアドレ

ス、６役職等、７勤務先、８勤務先所在地、９委嘱日、10略

歴 

記録範囲 
いばらき大使設置要綱に基づき委嘱したいばらき大使（平

成７年度以降） 

記録情報の収集方法 本人からの届出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県営業戦略部営業企画課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 広報戦略アドバイザーファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

営業戦略部 プロモーションチーム 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

広報戦略アドバイザーへの連絡調整のため 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４メールアドレス 

記録範囲 県から依頼した広報戦略アドバイザー 

記録情報の収集方法 本人からの提供 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先  ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県 営業戦略部 プロモーションチーム 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 ― 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 茨城県旅行業者等登録簿 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

営業戦略部観光物産課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

旅行業法第５条第１項、第２項の規定による旅行業者登録

簿の管理及び申請・届出等の事務処理のため利用する。 

記録項目 

１整理番号、２申請・届出日、３旅行業登録日、４旅行業登

録変更日、５業務範囲、６申請・届出者の氏名（法上の場合

は名称）７申請・届出者の住所８旅行業登録を受ける主た

る営業所の名称及び所在地、９代理する旅行業者の氏名又

は名称及び住所、10申請・届出内容 

記録範囲 

旅行業新規登録申請書、旅行業更新登録申請書、旅行業変

更登録申請書、旅行業登録事項変更届出書、旅行業登録抹

消届出書を提出したもの 

記録情報の収集方法 
旅行業法に基づき、茨城県知事登録旅行業者として登録を

受けた又は受けようとする、本人からの申請など 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

            － 

記録情報の経常的提供先 一般社団法人 茨城県旅行業協会 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県営業戦略部観光物産課 

（所在地）〒３１０－８５５５ 

     茨城県水戸市笠原町９７８番６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

            － 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考             － 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 

いばらき観光マイスター認定試験受験者名簿 

いばらき観光マイスターＳ級認定試験受験者名簿 

いばらき観光マイスター認定者名簿 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

営業戦略部 観光物産課 観光戦略担当 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

いばらき観光おもてなし推進条例に基づき、いばらき観光マイスタ

ー及びいばらき観光マイスターＳ級の受験希望者の登録のために

利用する。 

記録項目 １氏名 ２住所 ３性別 ４年齢・生年月日 ５電話番号 

記録範囲 
いばらき観光マイスター認定試験及びいばらき観光マイス

ターS級認定試験の受験を希望したもの（平成27年度以降） 

記録情報の収集方法 本人からの届出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 「観光いばらき」ホームページの管理運営業務受託事業者 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県営業戦略部観光物産課 

（所在地）茨城県水戸市笠原町978番地6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

           － 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 全国通訳案内士登録者一覧 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

営業戦略部国際観光課国際企画 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

通訳案内士法に基づき、全国通訳案内士試験に合格した者

に対して全国通訳案内士登録証の交付を行う。 

記録項目 

登録番号、登録年月日、氏名、生年月日、年齢、性別、住所、

電話番号、本籍・国籍、職業・職歴、学業・学歴、資格・賞

罰、合格した外国語の種類 

記録範囲 全国通訳案内士登録申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人からの届出、居住市町村からの証明書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県営業戦略部国際観光課国際企画 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考 － 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 販路開拓及び拡大に取り組む農業者・団体等一覧 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用に
供される事務をつかさどる組織
の名称 

営業戦略部販売流通課 

条例個人情報ファイルの利用目
的 

県産農産物の販路開拓・拡大のため、商談会の案内やバイ

ヤー等からの問い合わせ対応に利用するため 

記録項目 

１生産者・団体名、２代表者氏名、３住所、４電話番号、５

メールアドレス（FAX）、６オンライン環境の有無、７個別

配送対応の可否、８生産作物等、９出荷時期、10取引ロッド

の希望、11生産作物等の特徴 

記録範囲 
各自が生産する農産物・加工品の販路開拓・拡大を希望し

ている農業者・団体等 

記録情報の収集方法 
農林事務所、農業改良普及センター、農林水産部からの情

報提供 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名 称）茨城県営業戦略部販売流通課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 


